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 ●令和２年６月１日（月）から逗子市立学校の段階的な開始予定について 

  今月中に国の緊急事態宣言が解除され、神奈川県が県内各自治体に対する一斉臨時休業の要

請を解除することを前提として、逗子市立学校につきましては、６月 15日（月）からの通常授

業開始に向け、６月１日（月）から段階的に登校を行います。 

 

＜学校再開について＞ 

 ・今月中に神奈川県に対する国の緊急事態宣言が解除され、県が一斉臨時休業の要請を解除

した場合、令和２年６月１日（月）から、市立小・中学校において段階的に教育活動を再

開する。 

 ・なお、緊急事態宣言等が延長された場合は、５月 15日（金）からすでに行っている、準備

登校（各学年週２日の登校日を設定し、学級を半分にして登校する）を継続する。 

 

＜学校再開に向けた基本的な考え方＞ 

 ・学校における感染リスクを可能な限り低減しながら、児童・生徒の心身の健やかな成長と

豊かな学びの保証を目指して、段階的に実施可能な教育活動を開始する。 

 

＜今後の想定スケジュール＞ 

 ・６月１日（月）～６月９日（火）：学級を分割し、同日の午前と午後に登校（給食なし） 

 ・６月 10日（水）：短縮授業による一斉登校（小学校：２時間、中学校：３時間）（給食なし） 

 ・６月 11日（木）12日（金）：短縮授業による一斉登校（小・中・４時間、給食後下校） 

 ・６月 15日（月）～：小・中学校とも通常授業開始（授業時間は学年により４～６時間） 

 

＜夏季休業中の授業日の設定＞ 

 ・前半授業期間：７月 21日（火）～７月 31日（金） 

 ・後半授業期間：８月 17日（月）～８月 31日（月） 

 ・夏季休業：８月１日(土)～８月 16日（日）  
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